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1 保税工場制度の概要及び手続き ①
MOJI Hozei

問）問）

・製造歩留、内外貨混合使用、製造計画、移入、総量管理等について具体的に説

明して欲しい （法令上の文言だけでなく 実例などあれば分かりやすい）明して欲しい。（法令上の文言だけでなく、実例などあれば分かりやすい）

・総量管理適用承認の基準について説明して欲しい。

回）回）

・資料のスライド番号１６～１８、２６～３１、３５～４１を参照願います。

・総量管理については 承認ではなく 容認と称しています・総量管理については、承認ではなく、容認と称しています。

また、要件については、資料のスライド番号３７にも記載しておりますが、基

本通達６１の２－６で規定されています。



2 保税工場制度の概要及び手続き ②
MOJI Hozei

問）

・ 製造歩留における再変更申請の目安（どの程度のブレ）について、説明して欲

しい。

回））

・皆様方の工場では、常に歩留りが向上するよう、操業されておられるものと思

いますので、適正な歩留りの査定を行うため、最低３年に１回、歩留りの見直し

を行っています。

また、製造工程の変更、設備の改変等がある場合には、事前に管轄の税関に申

し出いただくようお願いいたしますし出いただくようお願いいたします。

なお、製造歩留りの設定等の事務については、関税関係個別通達集掲載の「製

造歩留事務提要の制定について」（蔵関第１２８２号：昭４５ ６ １）に沿って行造歩留事務提要の制定について」（蔵関第１２８２号：昭４５.６.１）に沿って行

っておりますので申し添えます。



3 保税作業の実務 ①
MOJI Hozei

問）

・ 総量管理以外の実務について具体的に教えてほしい。

回）

・資料で説明しましたとおり、総量管理は特例で、内外貨混用の場合、製造計画

に基づいた外貨製品を特定し、ＩＭ毎に貨物管理を行っていくことが基本となり

ます。ます。



4 保税作業の実務 ②-1
MOJI Hozei

問）

・ 保税作業における記帳例などを交え説明をお願いします。

回）

保税工場の記帳事項は関税法施行令第５０条第１項に規定されています保税工場の記帳事項は関税法施行令第５０条第１項に規定されています。

① 外貨原料の搬入時：貨物の記号・番号・品名・数量等・搬入年月日、ＩＭの年月日とその番号

② 使用時：貨物の記号・番号・品名・数量、使用した年月日

③ 保税作業終 時 製 記号 番号 名 数量 終 た年③ 保税作業終了時：製品の記号・番号・品名・数量、終了した年月日

④ 保工外作業の許可を受けた場合の搬出時：出した場所・貨物の記号等

⑤ 輸入許可時：貨物の記号等、許可年月日・許可番号

⑥ ＢＰ承認時：貨物の記号等、承認年月日・承認番号

⑦ 搬出時：記号等、目的・許可又は承認の年月日・許可又は承認番号

①は 認書を保管す と 記帳 ②は関係書類（例 に裏書）に必 事項を記載※①はＩＭ承認書を保管することで記帳不要。②は関係書類（例：ＩＭに裏書）に必要事項を記載し

保管すれば足りるとされています。

④～⑥についても、当該許可等に係る許可書等を保管すれば足ります。

なお､指定工場では､上記の他に､外貨原料を積み込んでいた、又は外貨製品を積み込もうとする

船舶の名称、登録番号等、入港又は出港年月日、原料搬入に係る保税運送の番号を記載願います。



4 保税作業の実務 ②-2
MOJI Hozei

指定工場の例）

外貨原料台帳

品名

承認年月日

承認数量入港日 平成○○年○○月○○日

外貨原料台帳

○○○○

（移入承認）（外貨原料受入）

保税運送番号 ○○○○○○○○

船名 ○○年○○月○○日

○○㎏

○○○○

承認番号

ＮＯ コンテナ番号 搬入年月日 数量 残数量 使用数量 残数量

1 ECLU○○○○○ 平成○○年○○月○○日 ○○○○㎏ ○○○○㎏ ○○○○㎏ ○○○○㎏

受　　　　入 使　　　　用

使用年月日

平成○○年○○月○○日

○○○○○○○○

2

3

4

5

貨
船名

○○年○○月○○日 出港年月日

（保税運送番号）

○○㎏許可数量

○○年○○月○○日

許可年月日 ○○年○○月○○日

品名 ○○○○ ○○○○○○○○

外貨製品台帳
積戻許可番号 ○○○○○○○○

ＮＯ コンテナ番号 製造年月日 数量 累計 搬出数量 残数量

1 ECLU○○○○○ 平成○○年○○月○○日 ○○○○㎏ ○○○○㎏ ○○○○㎏ ○○○○㎏

2

搬　　　出

搬出年月日

平成○○年○○月○○日

製品出来高

3

4

5



4 保税作業の実務 ②-3
MOJI Hozei

総量管理の例）

品　　名 ○○○○ 保税運送番号

保税工場搬入台帳兼及び使用内訳表

記号・番号

数　　量 ○○○○㎏

船　　名 ○○○○ 移入承認番号 ○○○○○○○○

入港年月日 ○○年○○月○○日 移入承認年月日 ○○年○○月○○日

搬入年月日 数量 積戻等許可番号 搬出年月日 製品数量
原料換算
数量

原料
残数量

外貨原料 外 貨 製 品



5 保税作業の実務 ③
MOJI Hozei

問）問）

・ 保税作業開始及び終了、製品の積戻及び、廃棄、記帳義務について

回）

・資料のスライド１ ３ ８ ９及び１８を参照願います・資料のスライド１、３、８、９及び１８を参照願います。



6 保税作業の実務 ④
MOJI Hozei

問）

・副産物の取扱いについて副産物の取扱いについて

回）回）

・ 保税作業において発生した副産物は、作業の形態（単独作業、内外貨混用）に

より手続きが異なります。より手続きが異なります。

・ 内外貨混用の場合、外貨原料に由来する副産物は、原則、査定歩留りを設定し

製品と同様な管理が必要ですが、明らかに外貨原料から発生したものではない

と認められるものについては、保税上の管理は必要ありません。

・ ただし、基本通達６１の３－２に規定している「さ細な副産物で課税上問題が

ないもの」については、適宜な様式による願書の提出をもって処理することと

しています。

なお このような副産物の取扱いについては 原則 保税工場の許可の際・ なお、このような副産物の取扱いについては、原則、保税工場の許可の際、

又は保税作業の追加の際に、その処理方法を決定しておく必要があります。



7 保税工場許可後の諸手続き ①
MOJI Hozei

問）

保税作業で製造する製品を追加したい場合 どのような手続きが必要か・ 保税作業で製造する製品を追加したい場合、どのような手続きが必要か。

その場合、単なる収容能力増や総量管理したい品目の追加変更で済むのか、そ

うでなければどのような手続きや資料が必要となるのかうでなければどのような手続きや資料が必要となるのか。

回）

・単なる製品の銘柄を追加する場合で、銘柄毎に査定歩留りを設定しているので

ば があれば、追加する銘柄の査定歩留りを設定する必要があります。

また、製品が現在の保税作業で製造している製品と相違するものであれば、許

可条件に記載されているように 保税作業の変更に該当するため あらかじめ税可条件に記載されているように、保税作業の変更に該当するため、あらかじめ税

関に届出を行い、必要に応じて査定歩留りを設定する必要があります。

加えて、保税作業の指定、総量管理の適用申請（追加）及び内外貨混用の追加加えて、保税作業の指定、総量管理の適用申請（追加）及び内外貨混用の追加

承認が必要になる可能性もありますので、早めに税関へ相談願います。



8 保税工場許可後の諸手続き ②
MOJI Hozei

問）

・ 貨物の収容能力増減、工事等の届出について？

回）回）

・単なる補修等ではなく、製造設備の改変や倉庫の設置、又は外貨原料や外貨製

品を置くスペースを広げる場合には、あらかじめ「貨物収容能力増減等の届出」

を税関に提出する必要があります。

また、製造工程、設備の変更や追加等については、歩留りにも影響がある場合

もありますので、そのような工事等の予定がありましたら、早めに税関へ連絡し

ていただくよう、お願いします。



9 保税工場許可後の諸手続き ③
MOJI Hozei

問）

許可期間の更新手続きについて？・ 許可期間の更新手続きについて？

回）

・保税工場の許可期間（６年）の更新手続きは、基本通達５６－１５に規定されており、更

新に当た ては 許可期間が満了する月の３月前までに新に当たっては、許可期間が満了する月の３月前までに、

①「保税蔵置場・保税工場許可期間の更新申請書」（C-3140）

② 過去１年の利用実績及び今後の利用見込み② 過去１年の利用実績及び今後の利用見込み

③ 直近の事業報告書

を管轄税関の保税部門に提出願います。

また、役員及び主要な従業者（総合責任者、貨物管理責任者、顧客管理責任者及び委託関

係責任者）の氏名（カナ、漢字）、生年月日、性別について、CSV形式で記録した電磁記録

媒体の提出をお願いします媒体の提出をお願いします。

なお､必要に応じて､誓約書の提出をお願いする場合もありますのでよろしくお願いします



10 保税工場許可後の諸手続き ④
MOJI Hozei

問）

・ 内部監査について？内部監査について？

回）回）

・内部監査は、毎年１回以上、実施していただくようお願いしております。

注意する点としては、

① 監査人が貨物管理者以外の者であること

② 監査項目が工場の実情にあっているかどうか

例えば 総量管理のため 区分蔵置不要にもかかわらず 「外貨と内貨を区分蔵置例えば、総量管理のため、区分蔵置不要にもかかわらず、「外貨と内貨を区分蔵置

する」というような誤った項目がある

③ 保税台帳及び関係帳票が適正に記載・整理されているかどうか

④ ﾁｪｯｸｼｰﾄを活用している工場においては、ﾁｪｯｸｼｰﾄの内容が正しいかどうか

⑤ 内部監査の結果を幹部に報告し、改善が必要な箇所を勧告しているかどうか

などが挙げられますが、税関職員による指摘等を受ける前に、自社で不適切な処理がなされなどが挙げられますが、税関職員による指摘等を受ける前に、自社で不適切な処理がなされ

ていないかをいち早く見出すものであり、適正な貨物管理が図られることが重要です。



11 保税工場許可後の諸手続き ⑤
MOJI Hozei

問）

・定期的（一定期間ごと）に承認を要する申請の種類や、その諸手続きの説明願（ ） 、 願

いたい。

回）

・主なものとして、次のものが挙げられます。

① 保税工場許可期間の更新申請（基本は６年）① 保税工場許可期間の更新申請（基本は６年）

⇒基本通達５６-１５を参照願います。

② 内外貨混合使用承認申請（工場の許可期間を超えない期間）

基本通達 を参照願 ます⇒基本通達５9-１、2を参照願います。

③ 総量管理適用（更新）申出（工場の許可期間を超えない期間、かつ、３年以内）

⇒基本通達61の2-7を参照願います。本 照願 。

④ 製造歩留りの見直し（最低３年に１回）

⇒関税関係個別通達集「製造歩留事務提要の制定について」記１８（２）

⑤ 保税工場（保税作業）の指定⑤ 保税工場（保税作業）の指定

⇒許可申請、期間の更新申請及び種類変更時に税関が指定します（申請等は不要）。



12 保税工場許可後の諸手続き ⑥
MOJI Hozei

問）

旦 保税工場を廃業し 再度 保税工場の許可を取得したい場合の手続きと・一旦、保税工場を廃業し、再度、保税工場の許可を取得したい場合の手続きと

許可までに要する日数等について説明をお願いします。

回）

・基本的には、新規許可となりますので、提出書類や要する期間は同じと考えて

いただいた方がベタ と思いますいただいた方がベターと思います。

ただし、従業員等で保税工場の業務を経験していた方が担当するというのであ

れば、許可要件のうち、業務遂行能力は良好と考えられます。、 、

また、歩留りが必要な作業で、廃業後、特段の設備変更等がなければ、暫定的

に歩留りを設定することが可能となりますので、全くの新規工場との比較におい

て短期間で許可を受けることができる可能性はありますて短期間で許可を受けることができる可能性はあります。



13 要望事項等 ①
MOJI Hozei

問）

・他の保税工場がどの様な保税管理をしているのか、実務のうえでためになるこ

とがあれば是非、参考にしたいので、その様な情報や情報交換（意見交換）の機

会もご提供いただきたい会もご提供いただきたい。

回）

（保税部会から）今回はあくまで研修会でありますので 今後 要望に沿うよ・（保税部会から）今回はあくまで研修会でありますので、今後、要望に沿うよ

うな取組みをしていきたいと思います。



14 要望事項等 ②
MOJI Hozei

問）問）

・保税工場としての内部監査技法の研修を希望します。（ロールプレイを含めた

セミナー研修）

回）

・（保税部会から）今後、要望に沿うよう、取組みをしていきたいと思います。（ 税 ）今 、 、

（ロールプレイ用の資料を作成し、皆様に配布するような方法など、今後、実

施する方向で検討していきたいと思います。）



15 要望事項等 ③
MOJI Hozei

問）

・保税工場の保税蔵置場的利用と、保税蔵置場の重複許可（併設蔵置場）について

回）

・保税工場の蔵置場的利用について

⇒ 保税工場の被許可者は、その保税工場において使用する輸入貨物について、その保税工場に入れ

た日から３か月までの期間に限り、その保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けていると

みなす取り扱いとしています。（法第５６条第２項）みなす取り扱 ます。（法第 条第 項）

これを、みなし蔵置場といい、その場所を利用できる貨物は次のとおりです。

① その保税工場において外国貨物のままで又は輸入の許可を受けて保税作業に使用されること

が見込まれる原料品が見込まれる原料品

② 上記①の輸入原料品と同種の輸入原料品で、輸入の許可を受けてその保税工場における内貨

作業に使用されることとなるもの

・併設蔵置場について併設蔵置場について

⇒ 保税工場の一部又は全部について、保税蔵置場の許可を併せて受けることができることとなって

います。（法第５６条第３項）

これは みなし蔵置場としての蔵置機能があるものの 蔵置期間（３か月）及び貨物の種類が限これは、みなし蔵置場としての蔵置機能があるものの、蔵置期間（３か月）及び貨物の種類が限

られているため、内国貨物で製造した製品など、一般輸出入貨物の蔵置を行いたい旨の要請に応え

る形で措置されたものである。



16 要望事項等 ④
MOJI Hozei

問）

・平成２９年度（目標）の完全ペーパーレス化に向けNACCSで電子化が進められ

ているが、今後のNACCSと保税工場（業務）との連携があるのか？

回）

・現時点では、現状のままと聞いておりますが、何らかの動き等があれば、公表現時点では、現状のままと聞いておりますが、何らかの動き等があれば、公表

できる範囲内で、保税部会等を通じてお知らせいたします。


